
【報告第 3号】 

 

 

阿見町地域公共交通計画の策定について 

 

 

 

町内の公共交通不便地域の解消や買い物・通院等の移動手段の確保、公共施

設等への利便性向上を図るため、令和 3年度から令和 4年度にかけて「地域公

共交通計画」の策定を実施します。 

 

<策定内容> 

 ・令和 3年度・・・基礎調査業務 

・令和 4年度・・・計画策定業務 

 

 

 

 

令和 3年 6月 9日 

 

阿見町地域公共交通活性化協議会 

会 長  千 葉  繁 

 

 

 

 

 

 

 

 


